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【はじめに】

● 近年、社会環境や生活様式の変化は、児童生徒の心身の健康に様々な影響を及ぼ

しており、児童生徒の体力・運動能力の低下、薬物乱用、性の問題行動、様々な要

因による心の健康問題、各種の感染症やアレルギー疾患などの健康課題に加え、交

通事故や児童生徒が被害者となる事件、さらには、地震や台風などの自然災害への

対応などの課題が指摘されている。

● 各学校においては、これらの課題に適切に対処するため、学校体育、学校保健、

学校給食及び学校安全のそれぞれの領域が、独自の機能を担いつつ相互に関連を図

りながら、児童生徒の健康の保持増進を図る健康教育を一層推進していく必要があ

る。

● 健康教育の実施に当たっては、体育、保健体育の授業はもとより、関連教科、特

別活動、総合的な学習（探究）の時間など、学校の教育活動全体を通じて適切に行

われるよう、児童生徒や地域の実態に応じた全体計画を作成し、計画的、継続的に

指導することが大切である。
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学習指導要領に示されている「健康教育」
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１ 学校体育

● 学校体育は、児童生徒が自ら進んで運動に親しむ資質・能力を身に付け、生

涯にわたり楽しく明るい生活を営むための基礎づくりを目指すものである。

● 体育科・保健体育科の教科指導の充実を図ることはもとより、総合的な学習

（探究）の時間の福祉・健康、特別活動における学級（ホームルーム）活動の

健康・安全に関する指導、学校行事の健康安全・体育的行事、児童会（生徒

会）活動、クラブ活動、運動部活動などにおける体育に関する活動を積極的に

推進することが大切である。
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体力･運動能力の向上

● 体力は、人間の活動の源であり、健康の維持のほか、意欲
や気力といった精神面の充実に大きく関わっており、「生き
る力」の重要な要素である。

● 子どもたちの体力の低下は、社会全体の活力に影響を及ぼ
す恐れがあることから、学校生活や家庭生活を通じ、日頃か
ら運動に親しませ、あらゆる活動の基礎となる体力をしっか
りと身に付けさせることが重要である。

● 子どもたちの体力・運動能力を的確に把握、分析し、学校
としての体力・運動能力向上のための方策（体力向上プラ
ン）を計画するとともに、学校全体としての取組を進め、そ
の成果を検証するといった検証改善サイクルを充実させるこ
とが必要である。
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体力･運動能力の向上

● 各学校においては、体育科・保健体育科の授業で児童生徒
が目標や振り返りを意識し、学習活動を通して運動の楽しさ
や達成感を味わうことができるよう指導の充実を図ることは
もとより、全国体力・運動能力、運動習慣等調査等を活用し
て児童生徒の体力の状況を的確に把握し、学校全体で体力・
運動能力の向上のための目標などを設定した体力向上プラン
をもとに、体育的行事や学級（ホームルーム）活動などの特
別活動、運動部活動など、学校の教育活動全体を通じて、体
育に関する活動を積極的に推進することが大切である。

● 運動機会の不足しがちな冬季間においても体力の向上が図
られるよう、屋外や屋内の活動を工夫することが重要である。

● 学校での取組の充実はもとより、保護者と連携を図り、児
童生徒の運動習慣の定着に向けた取組を推進したり、学校の
教育活動以外の運動機会の確保や、外部指導者の活用の促進
を図ったりするなど、家庭や地域との連携を図り、地域社会
全体で児童生徒の体力の向上に向けた取組を充実させること
が大切である。
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体育・保健体育授業の充実
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体育・保健体育授業の充実
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体育・保健体育授業の充実
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体育・保健体育授業の充実
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体育・保健体育授業の充実
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体育・保健体育授業の充実
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体育・保健体育授業の充実
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体育・保健体育授業の充実
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体育・保健体育授業の

改善・充実に向けた取組の方向性

体育・保健体育授業以外の

組織的な取組の充実に向けた方向性
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体育活動中の事故防止について

● 運動やスポーツは、その特性上、事故が発生する危険性を常に有しているこ

とから、学校では、日頃から活動場所や設備、用具等の安全点検を実施すると

ともに、児童生徒の体力や技能等を踏まえた指導計画を立案し、常に安全に配

慮しながら指導を行うなど、児童生徒の安全確保の徹底を図ることが重要であ

る。

● 次に掲げる「検証の観点」及び体育活動中の事故防止に向けた「チェックリ

スト」を参考にし、実施する取組については、実施前に安全管理や安全指導の

在り方を再確認するとともに、必要に応じて実施内容を改善するなどして、児

童生徒の安全確保の徹底を図ることが重要である。
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体育活動中の事故防止に向けたチェックリスト
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体育活動中の事故防止に向けたチェックリスト
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【体育活動中の事故防止等について】

○学校における体育活動
中の事故防止等につい
て

【学校における熱中症対策】

○学校における熱中症
対策
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２ 学校保健

● 学校保健は、「心身ともに健康な国民の育成」（教育基本法）の基礎をなすもの

であり、「児童生徒が現在及び将来にわたって、健康で安全な生活を営むための必

要な能力や態度の育成」を目指して行われる学校の教育活動であり、保健教育と保

健管理、そして両方の活動を円滑に進めるための組織活動から構成されている。

【学校保健組織活動の活性化について】

○学校保健組織活動の
活性化について



健康教育①

（１）健康診断について

【目的】

学校における健康診断は、家庭における健康観察を踏まえて、

① 学校生活を送るに当たり支障があるかどうかについて疾病をスクリー
ニングし、健康状態を把握する

② 学校における健康課題を明らかにして健康教育に役立てる

【総合評価】

学校保健安全法施行規則第７条第８項

「身体計測、視力及び聴力の検査、問診、胸部エックス線検査、尿の検査
その他の予診的事項に属する検査は、学校医又は学校歯科医による診断の
前に実施するものとし、学校医又は学校歯科医は、それらの検査の結果及
び第11条の保健調査を活用して診断に当たるものとする。」

「児童生徒等の健康診断マニュアルー平成27年度改訂ー」
（公益財団法人 日本学校保健会）
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＜健康診断実施上の配慮＞

（具体的な取組例）

・男女別に検査・診察を行う。

・検査・診察時には、児童生徒等の身体が周囲から見えないよう、囲いやカーテン等によ
り、個別の検査・診察スペースを用意する。

・女子児童生徒等の検査・診察に立ち会う教職員は女性となるよう、教職員の役割分担を
調整する（養護教諭を除き、原則、児童生徒等と同性の教職員が立ち会う）。

・検査・診察の会場（保健室や体育館、特別教室等）内では、待機人数を最小限にした上
で、他の児童生徒等に結果等が知られたりすることがないよう注意する。

・着替える場所を用意したり、待機時には体操服やタオル等で身体を隠せるようにしたり
するなどの工夫を行う。

（検査・診察時の服装）

検査・診察時の服装については、正確な検査・診察に支障のない範囲で、原則、体操服

や下着等の着衣、又はタオル等により身体を覆い、児童生徒等のプライバシーや心情に配

慮する。

また、検査・診察の場面においては、正確な検査・診察のため、必要に応じて、医師が、

体操服・下着やタオル等をめくって視触診したり、体操服・下着やタオル等の下から聴診

器を入れたりする場合があることについて、児童生徒等や保護者に対して事前に説明を行

う。



25
「児童生徒等の脊柱側わん症の早期発見について」

（令和２年（2020年）９月18日付け教健体第541号通知）より



学校の環境整備に
役立つ情報

https://www.gakkohoken.jp/books/archives/196 26
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（２）疾病の管理と予防

【目的】

① 保健調査、健康診断、健康観察、健康相談等により、疾病に罹患している

児童生徒の早期受診や早期回復、治療への支援を行う。

② 運動や授業などへの参加の制限を最小限に止め、可能な限り教育活動に参

加できるよう配慮することにより、安心して学校生活を送ることができるよ

う支援する。

（疾病や障がい等を有する児童生徒に関する情報共有）

・当該児童生徒や保護者の意向等を十分に確認するとともに、個人
情報に配慮し、年度当初の職員会議や学年会議等において、全教
職員もしくは関係職員で情報共有（守秘）する。

・疾病や障がい等の程度により、ほかの児童生徒への周知が必要な
場合は、当該児童生徒や保護者の意向等を十分に確認しながら周
知する。

・当該児童生徒への対応の仕方について校内委員会等で検討し、職
員会議などを通して全教職員に周知する。（必要に応じて、主治
医や学校医と連携する。）

「学校における薬品管理マニュアルー令和４年度改訂ー」
（公益財団法人 日本学校保健会）
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【学校におけるアレルギー対応】

○学校におけるアレル
ギー疾患対策

【理解や配慮が必要な疾病】

○理解や配慮が必要な
疾病
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（３）健康に関する現代的課題について

ア 心の健康問題

● 学校においては、児童生徒の発する様々なサインに気付くことができる立場

にある養護教諭が中核的な役割を果たしながら、学級担任をはじめ、保護者や学

校医、スクールカウンセラーなどと連携し、日頃の健康観察を充実させ、児童生

徒の身体症状や行動の変化を見逃さないようにするなど、心の健康問題の早期発

見に努めること、さらには、必要に応じて医療関係者、福祉関係者など地域の関

係機関と連携し、早期の相談や受診を促すなど、支援体制を整備することが大切

である。

● 授業をはじめ、様々な学習活動において、「わかった」、「できた」という

達成感や成就感を感じる経験を積ませるとともに、共感的な人間関係を育む環境

づくりに努める中で、児童生徒が自分の良さを自覚し、自己肯定感を高める指導

に努めることが重要である。
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自殺直前のサイン

□ 引きこもりがちになる

□ 家出や放浪をする

□ 乱れた性行動に及ぶ

□ 過度に危険な行動に及ぶ

□ アルコールや薬物を乱用する

□ 自傷行為が深刻化する

□ 重要な人の自殺を経験する

□ 自殺をほのめかす

□ 自殺についての文章を書いたり、自殺について

の絵を描いたりする

□ 自殺計画の準備を進める

□ 別れの用意をする（整理整頓、大切なものをあ

げる）

□ これまでに関心のあった事柄に対して興味

を失う

□ 注意が集中できなくなる

□ いつもなら楽々とできるような課題が達成

できなくなる

□ 成績が急に落ちる

□ 不安やイライラが増し､落ち着きがなくなる

□ 投げやりな態度が目立つ

□ 身だしなみを気にしなくなる

□ 行動、性格、身なりが突然変化する

□ 健康や自己管理がおろそかになる

□ 不眠、食欲不振、体重減少など身体の不調

を訴える

□ 自分より年下の子どもや動物を虐待する

自殺の危険の高まった児童生徒への関わり（ＴＡＬＫの原則）

Ｔell

A sk

： 心配していることを言葉に出して伝える。

： 「死にたい」と思うほどつらい気持ちの背景にあるものについて尋ねる。

Ｌisten ： 絶望的な気持ちを傾聴する。話をそらしたり、叱責や助言などをしたりせずに、訴えに
真剣に耳を傾ける。

Ｋeep safe ： 安全を確保する。一人で抱え込まず、連携して適切な援助を行う。
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● 日本人の２人に１人が罹患すると言われているがんについて、がんそのもの

の理解や、がん患者に対する正しい認識を深める教育は不十分であると指摘さ

れている。

● 学校におけるがん教育は、がんについて正しく理解することができるように

すること、健康と命の大切さについて主体的に考えることができるようにする

ことを目標としており、がん教育を進めるに当たっては、健康教育の一環とし

て学校教育活動全体で推進すること、児童生徒の発達の段階を踏まえること、

外部講師の参加・協力など関係機関と連携すること、小児がんや家族にがん患

者がいる児童生徒を把握し配慮することなどに留意する必要がある。

イ がん教育

文部科学省
ホームページ
「がん教育」
掲載教材
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● 本道における少年（20歳未満）の薬物乱用事犯は、

平成30年以降の検挙人数が18名以上を推移しているこ

と、近年の薬物乱用事犯の検挙状況を見ると、令和４

年の大麻事犯による検挙人数は44人で過去最多となっ

ており、全体の９割以上を占めていることなど、薬物

乱用に関する青少年への広がりが懸念される。

● 学校においては、薬物乱用防止教育を教育活動の中

に位置付け、計画的、組織的に取り組む必要がある。

知識・理解を通して児童生徒に「薬物乱用はゼッタイ

しない」という規範意識を育てるとともに、ロールプ

レイングなどにより誘われたときにどう断るかという

意思決定や行動選択などの実践力を育成することが求

められている。

● また、警察職員、麻薬取締官ＯＢ、学校薬剤師等の

専門家の協力のもと、「薬物乱用防止教室」を開催す

るなど、関係機関との連携を図ることが重要である。

ウ 薬物乱用防止教育
参考資料

【薬物乱用防止教育リーフレット】

○薬物乱用防止教育
リーフレット
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● 近年、情報化社会の進展により、様々な情報の入手が容易になるなど、児童

生徒を取り巻く環境が大きく変化している。このため、児童生徒が健康情報や

性に関する情報等を正しく選択して適切に行動できるようにすることが課題と

なっている。

● 学校における性に関する指導は、学習指導要領に示された内容に基づいて実

施することが重要である。指導に当たっては、児童生徒の発達の段階を踏まえ

ること、学校全体で共通理解を図ること、家庭・地域との連携を推進し、保護

者や地域の理解を得ること、集団指導と個別指導の連携を密にして効果的に行

うことなどに配慮する必要がある。

エ 性に関する指導
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● 学校は、児童生徒等が集団生活を営む場で

あるため、感染症が発生した場合は、感染が

拡大しやすく、教育活動にも大きな影響を及

ぼすことになるため、感染症対策には特に注

意が必要である。

● そのため、日頃から、児童生徒の疾病異常

の早期発見・事後措置などの保健管理と手洗

いの励行などの発生防止のための保健教育に

取り組み、感染症が発生した場合には、時機

を失することなく、学校医や保健所などと連

携して対応する必要がある。

オ 感染症対策

【感染症に強い学校を目指して】

○感染症に強い学校を
目指して

参考資料
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【ネットトラブル未然防止の資料】 【学校における危機管理の手引】

○学校における危機
管理の手引（改訂３
版）

参考資料


